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f協機j によるまちづくりと金俣の学び!こ演する研究

~総合計密の策定に向けた取り絶みを中心に~

小林

1 .研究の箆的 a 諜態様方法

1969年の地方自治法改正に基づき、全患の自

現在では;まぼすべての自治棒で、総合計蕗の策定が行われている。さらに近年では、

改革が推し進められ、患と自治体、自治体と住民における権力構造が変質してきている。中央

集権的な垂直の関係から、対等・平等を主事告とする水平的な機係へと変化することで、地域住

民には自治体行政との「協働j が求められるようになってきた。

こうした流れは自治体の計画作りの壌においても問様であり、「協裁jによ

を進めようとする自治体が増えてきている。しかし、行政と市民による町議機jは、形骸化し

ているとし 1う指摘も存在する。

本研究では、行政と市民の[協働jが形骸イとしている現状を分析し、「協働j

すための方策について検言すすることを呂的とする。その際、松本市とつく

の仕組みそのものではなく、「協働j に至る f過程jに着目し、

r 1謝動j

とな

っていることを検註する。

2. 構成

序章研究の居的と課題

第 1章 自治体における総合計画の策定と「協働j

第 2章総合計画における住民の学び

第3章総合計画の策定過程の分析

終章本研究のまとめと課題

3. 概要

序章では、先行研究の整理を行い、本研究の課題の設定と事例分析による方法を提示し、「協

働Jの形骸化を乗り越え実質化させる方策を検討するという昌的を設定した。

第 l章では、総合計画と f協働Jの現状を整理した。総合計画が抱える課題とは、行政主導

の計画策定と形式的な住民参加による「協働Jの形骸化であることを指摘した。また、「協働j

概念について、荒木昭次郎の論を中心に考察した。 f協働Jとは住民と行政とが協力し、公共サ
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ーピスを構築する過程であること、画一的ではない柔軟な行政感覚が「協働j においては求め

られることを明らかにした。

第 2章では、つくば市の総合計画策定審議会を事例に、議事録から「協働Jをめぐっての議

論を分析し、市民の意見が公募委員やノミブ、リックコメントを介して反映される化組みが、実質

的には住民側の無関心と行政側の形式的なアリバイとして利用されている現状を指摘した。そ

して①委員の選定、②議事進行、③住民の意見を取り入れる手法に原因が求められることが明

らかとなった。その上で、実質的な「協働j がなされていると考えられる福島県飯舘村、島根

県海士町ーの事例を基に、住民の'1宣営的な学習が「協働Jの実質化に寄与している観点の提示を

行った。

第 3寧では、長野県松本市と茨城県つくば市の総合計画の策定過程を、住民の学びという観

点から分析した。その結果、松本市は町内公民館をはじめとした、市内の社会教育施設および、

関連施設が重層的につながりあうことで、住民の学びを促していること、また、そうした環境

を歴史的に住民と行政が作り上げてきたことを明らかにした。そうした日常的な学びと、住民・

行政との日常的な関係が、総合計画の策定としづ場面における「協働j を実質化させることに

つながっていることを明らかにした。一方つくば市は、公民館の地域交流センター化をはじめ、

住民の学びの場、まちづくりの拠点となる場が不在であることが住民の無関心を生み、「協働j

を実質化させる住民の力量形成に課題があることを指摘した。また松本市と対照的に、住民の

声を集約し、行政に届けることができる仕組みがないことが、「協働Jの形骸化に結ひ、ついてい

た。

終輩では、「協働jを実質化させる住民の学び、について整理した。実質化に必要なのは特定の

課題に対応するための「協働j の仕組みづくりではなく、日常的に住民が学び、行政とつなが

っていくことのできる場をつくる「過程j であることを明らかにし、さらに、今後の課題をま

とめた。
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